
⑫欄 脊柱に障害がある場合は、他動

可動域による測定値をを記入してくだ

さい。

・⑦欄「傷病が治っている場合」には、

初診日から１年６ヵ月以内において、

離断・切断をした場合は離断・切断日、

また、機能障害の場合はいかなる治療

を行っても回復の見込みがなく、その

症状が変わらない状態となった日を記

入してください。

・「傷病が治っている」と判断した場合

は、その理由を裏面の㉓欄に記入して

ください。

①欄 障害年金の支給を求める傷病

名を記入します。
③欄 ①欄の傷病のために初めて医師

の診療を受けた日を記入します。診療

録で確認できるときは、「診療録で確

認」を○で囲んでください。確認できな

いときは、「本人の申立て」を○で囲み、

聞き取った日を記入してください。

初診年月日と現症日の記入漏れがな

いようお願いします。

⑪欄 切断又は離断、変形、感覚麻痺、

運動麻痺がある場合は、その部位がわ

かるように記入してください。

〈お願い〉

この診断書は、障害年金の障害等級

を判定するために、作成をお願いして

いるものです。

記入漏れや疑義が生じた場合は、作

成された医師に照会させていただくこと

がありますので、ご承知おきください。

《肢体の障害》 障害基礎年金・障害厚生年金の診断書作成の留意事項

※ 氏名・生年月日・住所など記入漏れがないかご確認ください。

表面

⑨欄 初診日以降の治療の内容、期

間、経過、その他参考となる事項を記

入してください。

そう入置換術後の状態で特記すべきこ

とがあれば、裏面の㉓欄に詳しく記入

してください。

⑮欄 手（足）指関節の可動域に制限

がある場合は、他動可動域による測定

値を記入してください。

※本人の障害の程度及び状態に無関係な

欄は、斜線で消してください。



・⑯欄 肩関節、肘関節、前腕、手関節、

股関節、膝関節、足関節の他動可動

域による測定値を記入してください。な

お、健側と患側を比較して障害の程度

を認定することもありますので、右左ど

ちらも記入してください。

・筋力の欄は、正常、やや減、半減、著

減、消失のうち該当するものに〇を記

入してください。

現症日の記入漏れがないようお願いし

ます。

⑲欄 使用している補助用具の数字を

〇で囲み、「ア」か「イ」のいずれかの使

用状況を〔 〕内に記入してください。

なお、補助用具を使用していない場合

は、「８」の数字を〇で囲んでください。

㉑欄 現症時の日常生活活動能力だ

けでなく、労働能力についても必ず記

入してください。

裏面

⑱欄 日常生活における動作のａ～ｑ

は、「〇」、「〇△」、「△×」「×」のいず

れかを記入し、ｒ～ｔ は、「ア」、「イ」、

「ウ」、「エ」のいずれかを〇で囲んでく

ださい。

なお、必ず補助用具を使用しない状態

で判断してください。

㉒欄 診断時に判断できない場合は、

「不詳」と記入してください。

㉓欄 ⑳欄に書ききれなかった事項や

請求者の状態について特記すべきこと

があれば記入してください。

記入漏れがないようお願いします。

⑳欄 脳血管障害などにより言語障害

がある場合は、会話状態などをできる

限り具体的に記入してください。


